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○
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異
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出

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
三
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

黒
石
市
大
字
大
川
原
字
蛭
貝
澤
四
四
の
一
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
二
、
一
四
三
の
一

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
黒
石
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
九
百
四
十
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法

(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号)

第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
農
業
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区
域
を
縮
小
し
た
市

弘
前
市
及
び
平
川
市

二

変
更
の
内
容

次
の
図
の
と
お
り

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

大
久
保
均
後
援
会

豊
川

守

大
久
保

與
一

三
戸
郡
五
戸
町
大
字

切
谷
内
字
大
森
一
六

平
成

��

･

��･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

た
ち
あ
が
れ
日
本

青
森
県
第
一
支
部

政
治
団
体
の

名
称

た
ち
あ
が
れ
日
本
青

森
県
第
一
支
部

た
ち
あ
が
れ
日
本
青

森
県
第
一
選
挙
区
支

部

平
成

��

･

��･

��

民
主
党
青
森
県
総

支
部
連
合
会

代

表

者

田
名
部

匡
代

横
山

北
斗

��

･

��･

��

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

小
田
桐
智
高
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
藤
崎
字
村
岡
一
二

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大

字
水
木
字
稲
田
八
二

の
五

代

表

者

小
杉

繁
一

対
馬

光
久

平
成

��

･

��･

�

波
多
野
里
奈
を
支

え
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
西
大
野
二
の

一
の
五

青
森
市
勝
田
一
の
一

六
の
五

��･

��･

�

藤
田
光
彦
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
栄
町
二
の
三

一
の
一
四
三

三
沢
市
桜
町
二
の
一

六
の
二
七

��･

��･

��

政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

千
賀
武
由
後
援
会

平
成
��･

�	･

��

平
成
��･

��･

�

日
土
じ
ゅ
ん
後
援
会

��･

�	･

��

��･

��･
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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

仲

里
奈

(

参
議
院
議
員)

波
多
野
里
奈

を
支
え
る
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
西
大

野
二
の
一
の

五

青
森
市
勝
田

一
の
一
六
の

五

平
成

��･

��･

�

藤
田

光
彦

(

三
沢
市
議
会

議
員)

藤
田
光
彦
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
沢
市
栄
町

二
の
三
一
の

一
四
三

三
沢
市
桜
町

二
の
一
六
の

二
七

��･

��･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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